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児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
）

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
）

第
三
条

１
～
３
略

第
三
条

１
～
３
略

４

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
を
利
用
す
る
障
害

４

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
を
利
用
す
る
障
害

児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も

児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
を
設
置
す
る
等
必
要
な
体
制

に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
必
要
な
措

ら
な
い
。

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次

第
五
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型

障
害
児
入
所
施
設
で
あ
っ
て
児
童
の
栄
養
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
は
第
四
号
の
栄

障
害
児
入
所
施
設
で
あ
っ
て
児
童
の
栄
養
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
は
第
四
号
の
栄

養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て

養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て

は
第
五
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

は
第
五
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
略

一
・
二
略

三

児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保

三

児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保

育
士

育
士

イ

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
指
定
福
祉
型

イ

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
指
定
福
祉
型

(1)

(3)

(1)

(3)

障
害
児
入
所
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
数

障
害
児
入
所
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
数

(1)

(3)

(1)

(3)

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入

(1)

(1)

所
施
設

通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
（
三

所
施
設

通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を
四
・
三
で
除
し
て
得
た
数
以
上

十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ

（
三
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に

て
は
、
当
該
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
）

あ
っ
て
は
、
当
該
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
）

主
と
し
て
盲
児
（
強
度
の
弱
視
児
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第

主
と
し
て
盲
児
（
強
度
の
弱
視
児
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第

(2)

(2)
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四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
ろ
う
あ
児
（
強
度
の
難
聴
児
を
含
む
。
次
条

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
ろ
う
あ
児
（
強
度
の
難
聴
児
を
含
む
。
次
条

第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
盲
ろ
う
あ

第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
盲
ろ
う
あ

児
」
と
い
う
。
）
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

通
じ
て

児
」
と
い
う
。
）
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

通
じ
て

お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
（
三
十
五
人
以
下
の
障

お
お
む
ね
障
害
児
で
あ
る
乳
児
又
は
幼
児
（
次
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
五

害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数

十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
の
数
を
四
で
除

に
一
を
加
え
た
数
以
上
）

し
て
得
た
数
及
び
障
害
児
で
あ
る
少
年
の
数
を
五
で
除
し
て
得
た
数
の
合
計

数
以
上
（
三
十
五
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入

所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
）

略

略

(3)

(3)

ロ
・
ハ
略

ロ
・
ハ
略

四
～
六
略

四
～
六
略

２

略

２

略

３

前
項
の
心
理
指
導
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、

心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
従
業
者
は
、
専
ら
当

３

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
前
項
に
規
定
す
る
従
業
者
は
、
専
ら
当
該

該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
一
項
第
四
号
の
栄
養
士
及
び

だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
一
項
第
四
号
の
栄
養
士
及
び
同

同
項
第
五
号
の
調
理
員
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職

項
第
五
号
の
調
理
員
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
務

務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
設
備
）

（
設
備
）

第
六
条

１
・
２
略

第
六
条

１
・
２
略

３

第
一
項
の
居
室
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

第
一
項
の
居
室
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二
略

一
・
二
略



- 3 -

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
児
又
は
幼
児
（
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
幼
児
の
み
の
一
の
居
室
の
定
員
は
六
人
以

第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
の
み
の
一
の
居

下
と
し
、
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

室
の
定
員
は
六
人
以
下
と
し
、
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
。

四

略

四

略

４
・
５
略

４
・
５
略

（
入
所
支
援
計
画
の
作
成
等
）

（
入
所
支
援
計
画
の
作
成
等
）

第
二
十
二
条

１
～
４
略

第
二
十
二
条

１
～
４
略

５

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
入
所
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障
害

５

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
入
所
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障
害

児
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
る
担
当
者
等
を
招
集
し
て
行
う
会
議
（

児
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
る
担
当
者
等
を
招
集
し
て
行
う
会
議
を

テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い

開
催
し
、
前
項
の
入
所
支
援
計
画
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
開
催
し
、
前
項
の
入

所
支
援
計
画
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

６
～

略

６
～

略

10

10

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
三
十
五
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
係
る

第
三
十
五
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
係
る

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
第
四
十
一
条
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を

。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
略

一
～
十
略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
三
十
六
条

１
～
３
略

第
三
十
六
条

１
～
３
略

４

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
適
切
な
指
定
入
所
支
援
の
提
供
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と

し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
従
業
者

の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
三
十
六
条
の
二

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生

時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
と

と
も
に
、
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従

い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て

周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い

、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
三
十
八
条

１
～
３
略

第
三
十
八
条

１
～
３
略

４

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
非
常
災
害
時
に
お
け
る
障
害
児
の
安
全
の
確

４

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
非
常
災
害
時
に
お
け
る
障
害
児
の
安
全
の
確

保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
、
地
域
住
民
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
、
近
隣
住
民
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
者
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
等
と

事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者

相
互
に
支
援
及
び
協
力
を
行
う
た
め
の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
前
項
に

等
と
相
互
に
支
援
及
び
協
力
を
行
う
た
め
の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略

５

略

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
十
九
条

１
略

第
三
十
九
条

１
略

２

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い

２

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い

て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措

て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
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委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
周
知
徹

底
を
図
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る

こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の

研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
す
る
こ
と
。

３

略

３

略

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
四
十
一
条

１
略

第
四
十
一
条

略

２

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係

者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
身
体
拘
束
等
の
禁
止
）

（
身
体
拘
束
等
の
禁
止
）

第
四
十
二
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
っ

第
四
十
二
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
障
害
児
又
は
他
の
障
害
児
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

て
は
、
当
該
障
害
児
又
は
他
の
障
害
児
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
の
拘
束
そ
の
他
障
害
児
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
の
拘
束
そ
の
他
障
害
児
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
身
体
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
次
項
に
お
い
て
「
身
体
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

３

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
身
体
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に

掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装

置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。



- 6 -

二

身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す

る
こ
と
。

（
虐
待
等
の
禁
止
）

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
四
十
三
条

１
略

第
四
十
三
条

１
略

２

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
の
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

３

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
虐
待
の
予
防
及
び
早
期

２

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
虐
待
の
予
防
及
び
早
期
発

発
見
の
た
め
、
県
及
び
市
町
村
が
行
う
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
の
た
め
、
県
及
び
市
町
村
が
行
う
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
八
条

第
七
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
三
十

第
五
十
八
条

第
七
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
三
十

九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十

九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十

七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所

七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所

施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
中
「
次
条
」

施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
中
「
次
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
」
と
、
第
三
十
条
中
「
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
他

と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
」
と
、
第
三
十
条
中
「
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
他

の
専
門
医
療
機
関
」
と
、
第
三
十
三
条
中
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
と
あ
る
の
は
「

の
専
門
医
療
機
関
」
と
、
第
三
十
三
条
中
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
と
あ
る
の
は
「

障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
障
害
児
入
所
医
療
費
」
と
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
前

障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
障
害
児
入
所
医
療
費
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
前
条
第
一

条
第
一
項
の
協
力
医
療
機
関
及
び
同
条
第
二
項
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
あ
る
の

項
の
協
力
医
療
機
関
及
び
同
条
第
二
項
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第

は
「
第
五
十
七
条
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五
十
七
条
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


